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平成２９年南信州広域連合議会第１回定例会会議録 

 

平成２９年２月２８日（火曜日）  ９時５８分 開 会  
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第 ２ 議席の指定  
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第 ５ 議案説明者出席要請報告  

第 ６ 会議録署名職員指名  

第 ７ 広域連合長あいさつ  

第 ８ 監査報告  
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第 10 議案審議  

（１）議案（１１件）即決  
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議案第１０号及び議案第１１号（追加議案）  

並びに  
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出席議員     ３２名  

（別表のとおり）  

欠席議員     １名  

（別表のとおり）  

地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名  

（別表のとおり）  

本会議に職務のため出席した者の職・氏名  

（別表のとおり）  
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開 会                             午前９時５８分 

○議長（木下克志君） 定刻２分前でございますけれども、全員おそろいのようでござい

ますので、ただ今から平成２９年南信州広域連合議会第１回定例会を開催いたしま

す。 

 

日程第１ 会議成立宣言 

○議長（木下克志君） 現在の出席議員は３２名であります。よって、本日の会議は成立

いたしております。 

本日の会議に熊谷宗明議員から、都合のため欠席する旨の申し出がございました

ので報告いたします。 

これより本日の会議を開きます。 

 

日程第２ 議席の指定 

○議長（木下克志君） 日程に従いまして、議席の指定を行います。 

阿智村及び松川町議会議員の任期満了に伴い、南信州広域連合議会議員の変更が

ありました。よって、会議規則第３条第２項の規定により、議長において議席の指

定をいたします。 

議席番号及び議員の氏名を、書記長をして朗読いたさせます。 

北原書記長。 

○書記長（北原香子君） それでは、議席番号と氏名を読み上げさせていただきます。 

１２番・高坂和男議員、１３番・熊谷義文議員、１９番・坂本勇治議員、２０番・

熊谷宗明議員、２１番・森谷岩夫議員、以上でございます。 

○議長（木下克志君） ただ今、朗読いたしましたとおり指定いたします。 

それでは次に進みます。 

 

日程第３ 議会運営委員の指名 

○議長（木下克志君） 次の日程に進みます。 

これより、南信州広域連合議会運営委員の選任を行います。 

現在、議会運営委員のうち２名が不在となっております。したがいまして、今定

例会で同条例第３条第１項の規定により、議長において議会運営委員を指名いたし
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ます。委員の氏名を、事務局をして朗読いたさせます。 

北原書記長。 

○書記長（北原香子君） 議席番号順に朗読いたします。 

１２番・高坂和男議員、２１番・森谷岩夫議員、以上でございます。 

○議長（木下克志君） ただ今の朗読のとおり、議会運営委員に指名したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） 異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました諸君を、南信州広域連合議会議会運営委員に

選任することに決定いたしました。 

それでは次に進みます。 

 

日程第４ 会期の決定 

○議長（木下克志君） 始めに、会期の決定を議題といたします。 

今定例会の会期及び日程につきましては、去る２月６日及び本日、議会開会前に

議会運営委員会を開催いたし協議を願っておりますので、その結果についてご報告

を願うことといたします。 

議会運営委員長、木下容子さん。 

○議会運営委員長（木下容子君） ２月６日と本日、議会開会前に開催をいたしました議

会運営委員会の協議の結果をご報告申し上げます。 

今定例会の会期は本日１日とし、その日程につきましてはお手元に配布してあり

ます日程表によることといたします。 

本日、上程される案件は、本日追加をされた議案第１０号ほか１件を含め１１件

で、条例案件５件、予算案件６件であり、即決議案といたしました。 

以上でございます。 

○議長（木下克志君） ただ今の報告につきまして発言はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） お諮りいたします。 

今定例会の会期につきましては、議会運営委員長の報告のとおり、本日２月２８

日の１日とし、お手元に配布してあります日程表のとおり進めたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） 異議なしと認めます。 

よって会期は、さよう決定いたしました。 

 

日程第５ 議会説明者出席要請報告 

○議長（木下克志君） 本日の議会に議案説明者として、地方自治法第１２１条の規定に

より、牧野広域連合長ほか関係者の出席を要請いたしました。 

 

日程第６ 会議録署名議員指名 

○議長（木下克志君） 次の日程へ進みます。 

会議録署名議員に、森谷博之君、小澤博君を指名いたします。 

 

日程第７ 広域連合長あいさつ 

○議長（木下克志君） 次の日程に進みます。 

ここで、広域連合長のあいさつを願うことといたします。 

牧野広域連合長。 

○広域連合長（牧野光朗君） 皆さん、おはようございます。 

一言ごあいさつを申し上げさせていただきます。 

本日ここに、平成２９年南信州広域連合議会第１回定例会を招集いたしましたと

ころ、議員各位におかれましては何かとご多忙のところご出席いただき、広域連合

の各条例改正及び平成２９年度予算案などの重要案件につきましてご審議いただき

ますことに対し、深く感謝申し上げますとともに厚くお礼申し上げます。 

まず、去る１月１５日に行われました大鹿村村長選挙におきまして、柳島貞康さ

んが三選を、続いて１月２２日に行われました平谷村村長選挙におきまして、小池

正充さんが四選をそれぞれ果たされたところでございます。お二人には村政はもち

ろんでありますが、広域連合におきましてもリニア時代を見据え、持続可能な地域

づくりのため、引き続きご尽力を賜りたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申

し上げます。 

さて、去る１月１４日、１５日の両日、大学入試センター試験が行われましたが、

今回から新たに飯田高校が試験会場となり、５００人余の地元受験生が試験に臨み

ました。 
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当日はあいにく雪が舞う天候となったこともありまして、受験生や関係する皆様

方におかれましては、試験会場が身近になったことの効果を実感していただけたの

ではないかと思っております。 

当地域への大学入試センター試験会場設置につきましては、広域連合といたしま

して鋭意取り組んできたところでありますが、当地域の長年の悲願が実現できまし

たことに対しまして、議会の皆様方をはじめ、関係する皆様方のご尽力に対し、改

めてお礼を申し上げる次第でございます。 

次に、当面する課題とその対応について申させていただきます。 

始めに、「産業振興と人材育成の拠点」整備事業について申し上げます。 

旧飯田工業高校施設の整備事業につきましては、第１期として、この４月に開設

を予定しております「信州大学航空機システム共同研究講座」のために、電気科混

合棟や環境試験機器室など必要な施設の改修事業を進めておりますが、現在順調に

進んでおりまして、予定どおり３月半ばには完成する運びとなっております。 

これに合わせまして、担当教員による講座のカリキュラム作成が進められていま

すほか、航空機装備品の研究開発と合わせて実施される航空機システムプログラム

の教育研究に向けての準備も鋭意進められていると伺っております。 

また、講座の運営を支援いたしますコンソーシアムにおきましては、役員会等に

おいて円滑な運営に向けた協議が進められており、今後はコンソーシアム強化のた

め多くの会員にお集まりいただくよう準備を整えていくと伺っているところであり

ます。 

また、第２期工事８億円の財源といたしまして見込んでおりました地方創生拠点

整備交付金の採択が決定し、申請どおり４億円の交付が決まりました。広域連携事

業として構成市町村の皆様方から多大なるご理解とご協力をいただいたことに対し、

改めまして心から感謝を申し上げる次第であります。 

これによりＥＭＣセンターをはじめとして、検査測定室、ホール機能強化など体

育館等の整備を進めることになり、現在、飯田市におきまして工事事業者の決定等

の事務が進められているところであります。ただ、工事にあたりましては、校庭を

はじめとして県との調整が必要な部分もあり、早急に協議を進めていきたいと考え

ております。 

そうした中、航空機システムの研究開発に資する環境試験機の導入については、

来月（３月）に我が国では最大と言われております氷結試験機が設置され、その活



 －13－ 

用に期待がかかるところでございます。 

また、２９年度につきましても長野県が防爆試験機の導入を予算計上していただ

いており、航空機産業の基盤づくりが国・県・関係団体が連携し、一丸となって推

進されるものと期待しているところであります。 

引き続き、議会側におかれましてもご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上

げます。 

次に、リニア中央新幹線建設工事とその関連事業などについて申し上げさせてい

ただきます。 

リニア中央新幹線本線建設工事につきましては、昨年末までに飯田下伊那地域の

３つの工区で共同企業体（ＪＶ）方式による施工事業者が決まり、一部で起工式が

行われるなど、具体的な工事に向けた準備が進められつつあり、これに伴いまして

建設発生土の処理などを中心に住民の関心も高まりつつあるところでございます。 

こうした状況を受け、去る１月２３日に都内で行われました阿部知事とＪＲ東海

柘植社長との会談では、知事が「発生土置き場の管理責任」、「ＪＲ東海の現地体制

の強化」などを要請されたことに対しまして、柘植社長からは「工事完成後のＪＲ

東海による発生土置き場の管理の検討」が表明されました。そして、その後に開か

れました豊丘村での住民説明会におきましては、ＪＲ東海から柘植社長の発言に沿

った説明がなされたところでございます。 

今後も、生活環境をはじめとして、さまざまな地域課題などの検討が必要となる

場面が想定されますが、広域連合としての対応が必要なものにつきましては、関係

自治体や県と連携する中で遅滞なく対応してまいる所存であります。 

一方、（仮称）リニア長野県駅周辺の整備に関しましては、現在、飯田市が中心と

なりリニア駅周辺整備基本構想を具体化するリニア駅周辺整備基本計画の策定に向

けまして検討が進められております。 

そうした中、去る１月１９日には、伊那谷自治体会議主催による勉強会といたし

まして、飯田市公民館に建築家で東大教授の隈研吾先生をお迎えして、「地域の力」

をテーマに講演をいただき、多くの地域住民の皆さん方に聴講をしていただきまし

た。 

この基本計画は来年度第一四半期には成案になるということでありますので、そ

の内容を踏まえながら広域連合といたしましても必要な検討を進めてまいりたいと

考えております。 
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続きまして、三遠南信連携について申し上げます。 

今月１５日に、飯田市で開催されました三遠南信サミットは２４回目を迎えまし

た今回、今一度原点に立ち返り、テーマを「“みち”がはぐくむ三遠南信の未来」と

いたしまして、三遠南信地域の一体的な振興や連携ビジョンの実現に向けて活発な

議論がなされました。その結果、改めて「三遠南信自動車道の整備効果を最大限生

かす取り組みを着実に推進することの重要性」を共有したところであります。そし

て、東三河、遠州、南信州の３地域が広域連携をさらに深め、平成３０年度中を目

標に県境を越えた広域連合の設立に向けた取り組みを進めることとなりました。 

これにより、三遠南信連携も新たな段階に入っていくものと期待されるところで

あります。 

そうした中、三遠南信自動車道の整備についてでありますが、飯喬道路の内、（仮

称）龍江ＩＣから（仮称）飯田東ＩＣ間の開通予定が平成２９年度、また天竜峡Ｉ

Ｃから（仮称）龍江ＩＣ間の開通予定が平成３１年度と伺っておりまして、早期の

供用開始に大きく期待がされるところであります。 

また、長野県が整備しております国道１５２号線の現道活用区間におきましては、

昨年１２月に秋葉街道下市場トンネルが開通いたしまして、和田バイパスが全線開

通となりました。残る小嵐バイパスにおきましても、青崩峠トンネルの工事進捗に

合わせ、鋭意工事が進められているところであります。 

これらのほか、３工区や青崩峠道路におきましても工事が順調に進められている

と伺っており、広域連合といたしましてはこれからも三遠南信自動車道の早期全線

開通に向けまして、より一層の事業促進が図られますよう引き続き関係する県、市

町村と一緒になって関係機関への要望活動を行ってまいる所存であります。 

稲葉クリーンセンター整備事業について申し上げます。 

最初に工事の状況でございますが、処理棟につきましては煙突が立ち上がり、プ

ラットホームの躯体工事が完成して、現在は屋根や外壁の施工等を進めております。

また管理棟につきましても鉄骨が立ち上がり、屋根の施工に入っております。 

今後、計量棟の工事にも順次着手するなど、今年度末には外構工事を含め、全体

の約７割程度の進捗となる予定でございます。 

このように順調に進捗してまいりましたのも、ひとえに地元地域の皆さん方はじ

め、議員各位や関係するすべての皆さん、団体などのご理解、ご協力の賜と改めて

感謝を申し上げる次第であります。 
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今後も７月からの試運転、そして１２月１日からの正式稼働に向けまして、工程

管理や関係する皆さんとの調整を徹底してまいる所存であります。 

また、９月から稲葉クリーンセンターにおきまして、ごみの受け入れを開始する

ことに伴い、ごみの分別方法が一部変更になってまいります。ごみの出し方等につ

きまして、住民の皆様方に混乱が生じないよう、構成市町村と連携しながら周知徹

底を努めてまいりたいと考えております。 

次に、「在宅医療と介護の連携推進事業」について申し上げます。 

昨年４月に「南信州在宅医療・介護連携推進協議会」が発足して以降、各専門部

会や小委員会、ワーキンググループなどにおきまして、平成３０年４月までにすべ

ての市町村が実施することとされた在宅医療と介護の連携推進事業の具体的な取り

組みについて検討を重ねてまいりました。 

その中で、重点的なテーマの１つに「退院調整ルールづくり」を掲げ、情報連携

のための標準的な書式やその運用方法につきまして検討を行い、このほどまとまっ

たところでございます。 

そして、去る２月１１日には、それらルールの周知と他職種の連携の向上のため、

飯田医師会との共催により、飯田下伊那の関係機関、職種の皆さん方を対象とした

研修会を開催した次第であります。このルールは４月から試験的に運用を開始いた

しますが、運用後、適宜見直しを行うこととしておりまして、今後も検討を継続し

てまいる予定であります。 

また、来年度は平成３０年度の事業実施に向けまして、残る課題につきましても

詳細な検討を進めるなど、着実な事業推進に一層努めてまいる所存であります。 

これら今年度の事業の概要と、来年度事業の方向性につきましては、この後の全

員協議会におきまして担当からご説明をさせていただきますのでよろしくお願い申

し上げます。 

次に、「看護師等確保策」について申し上げます。 

昨年８月１日、飯田医師会から看護職員確保のための奨学金制度創設に関する要

望をいただいたことも踏まえまして、広域連合といたしまして看護職員確保に資す

る、魅力と特色のある制度の創設に向けた検討を行ってまいりました。 

その結果、「看護師等確保対策修学資金貸付制度」を創設することとし、本日、関

係条例の制定や予算に関する議案を上程いたしたところであります。この制度が地

域の看護師等の確保に大いに寄与することを期待している次第であります。 
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条例案につきましては、議案審議におきましてご説明申し上げますので、よろし

くご審議のほどお願いいたします。 

次に、「南信州地域の安心・安全確保に関する協力協定」の締結について申し上げ

ます。 

昨年秋より、地域住民が安心して安全に暮らせる地域社会づくりに資するものと

して、広域連合と民間企業、団体等による地域の安心・安全確保に関する協力協定

について検討を行ってまいりました。 

その結果、今般、郵便局及びゆうちょ銀行様、飯田信用金庫様との間におきまし

て、協定の締結に関する基本的な協議が整い、現在、具体的な調整を進めていると

ころであります。 

協定の主な内容にいたしましては、飯田信用金庫様や郵便局様等の通常業務にお

きまして、地域内の高齢者等の何らかの異変や道路の損傷、不法投棄などに気付い

た場合、所管の市町村窓口に情報を提供していただくというものでございます。 

この後の全員協議会におきまして、改めて担当からご説明をさせていただきます

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

次に、「民俗芸能保存継承プロジェクト」について申し上げます。 

昨年度より、文化庁の支援を受け、阿南町や飯田市美術博物館と共同で新野の雪

祭りを中心に新野地区の年中行事の映像記録及び文献・聞き取り調査を行ってまい

りました。現在、撮影した映像の編集及び調査報告書の作成が最終段階に差しかか

っているところであります。 

今回の事業にあたりましては、可能な限り忠実に現状の映像記録を行うために関

係する皆さんと協議を重ねた結果、２カ年にわたりましてフラッシュ撮影を禁止す

るなど、現在できる最良の方法を採用することができました。また、単なる研究者

による研究報告書ではなく、地域の皆さんとともに後世に伝えていくべき地域資産

として再評価することを目的に取り組んでまいりましたことから、全国に誇りうる

新野文化を多くの皆さんと共有出来る報告書・映像記録になるものと確信している

ところであります。 

今回の成果をより多くの皆さんと共有して今後の地域のあり方を考えるため、３

月４日・５日の両日にわたりまして、阿南町におきまして地域文化の資産化につい

て考えるシンポジウム及び調査報告会を開催いたしますので、多くの皆様方のご参

加をよろしくお願いする次第であります。 
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また、引き続きまして平成２９年度からは、阿智村や飯田市美術博物館と共同で、

全国に誇りうる南信州の煙火文化、中でも代表的な阿智村清内路の手づくり煙火と、

それを生み出した清内路地区の民族文化の全容及び南信州の煙火文化の記録保存に

取り組んでまいりたいと存じます。 

本年度に続いて新たな分野の取り組みとなりますが、当地域の誇りうる民族芸能

の記録保存を推進するため、引き続きご理解、ご協力のほどをよろしくお願い申し

上げる次第であります。 

次に、長野県下伊那地方事務所と共同で実施しております、伝統行事（芸能）継

承モデル構築事業について申し上げます。 

南信州民族芸能継承推進協議会におきましては今年度、子供たちにふるさとや民

族芸能への関心を高め、誇りを持ってもらうことを目的に、まず、１１月２１日に

ユネスコ無形文化遺産であります人形浄瑠璃文楽の皆さんのご協力によりまして、

文楽公演と体験を実施いたしました。 

また、飯田女子高等学校で今年度から取り組んでおります、人形浄瑠璃伝承活動

への支援を行いましたほか、今後は３月９日に東京銀座ＮＡＧＡＮＯで行われます

体感講習会、３月２０日に飯田竜丘公民館で予定しております民族芸能継承セミナ

ーなど、民族芸能の継承活動に取り組んでいるところでございます。 

今後も県、広域連合の２つの取り組みを両輪といたしまして、民俗芸能の保存継

承に努めてまいりますので、どうかご理解、ご協力のほどをよろしくお願い申し上

げます。 

次に、長野県下伊那地方事務所と共同で実施しております、南信州移住促進事業

について申し上げます。 

今年度からＵＩターン希望者への多様な選択肢を提供する機会を創出し、圏域へ

の移住定住の促進を図るため１４市町村の連携のもと、下伊那地方事務所とともに

南信州移住定住促進事業「いいとこなんだに おいなんよ 南信州」に取り組んでい

ます。 

地方創生を進めるために各市町村が策定した人口ビジョンでは、都市への流出を

いかに防ぐかが大きな課題となっておりますが、個々の市町村が単独で移住者が求

める条件をすべて整えることは容易ではありません。そこで、この事業によりまし

て各市町村が持つ魅力を組み合わせ、南信州圏域として多様な選択肢を用意して移

住者を受け入れることを目指し実行するものであります。 
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今年度は、広域連携による取り組みの試行事業といたしまして、１２月の東京、

２月に名古屋で開催されました、「楽園信州・移住セミナー」に圏域として参加し、

２月１３日には東京の銀座ＮＡＧＡＮＯで南信州広域連合として単独の移住セミナ

ーを実施してまいりました。 

これらを通じて得られた課題等を踏まえまして、平成２９年度は実際に南信州圏

域を選択していただけるよう、さまざまな取り組みを進めていくこととしておりま

す。 

次に、広域消防について申し上げます。 

今年度、更新いたします山本分署、和田分署の高規格救急自動車及び高森消防署

指揮車両につきましては、順調に車両の整備が進んでおりまして、３月中旬から運

用を開始する予定であります。引き続きまして救急業務における迅速かつ効果的な

運用並びに、的確な現場指揮活動の実施に心掛けてまいる所存であります。 

今年の火災発生状況につきましては、昨日現在で、１３件と前年に対しまして５

件少ない状況であります。このことは関係機関のご協力と、住民の皆様方の防火に

対する心掛けの成果であると考えておりまして、感謝を申し上げるところでありま

す。 

また、３月１日から７日まで、春の火災予防運動を実施するとともに、３月８日

から３月末まで消防団等のご協力をいただき、たき火火災ゼロ運動を展開し、広報

活動などを通じて火災発生の抑制、抑止に努めてまいりますので、ご理解ご協力を

賜りますようお願い申し上げます。 

なお、昨年の消防統計につきまして、この後の全員協議会におきまして担当から

報告をさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。 

さて、本日提案いたします案件は、条例案件５件、予算案件４件に加えまして、

追加提案として予算案件２件をお願いし、計１１件であります。 

議案の概要について申し上げます。 

議案第１号「南信州広域連合積立基金条例の一部を改正する条例の制定について」、

議案第３号「南信州広域連合使用料及び手数料に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」、議案第４号「南信州広域連合飯田環境センター設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第５号「ごみ中間処理施設稲

葉クリーンセンターの電気事業基金条例の制定について」は、それぞれ稲葉クリー

ンセンターの稼働に伴いまして、関係する条例の制定及び一部改正を行いたいとす
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るものでございます。 

議案第２号は、南信州広域連合看護師等確保対策修学資金貸与条例の制定につい

てでございまして、看護師確保対策のための奨学金制度を新たに創設する根拠とな

る条例を制定するものでございます。 

議案第６号から第９号は、平成２９年度南信州広域連合一般会計、同広域振興基

金特別会計、同飯田広域消防特別会計、同稲葉クリーンセンター特別会計の４つの

会計の当初予算案でございます。４会計の総額は４４億６，９０２万３，０００円

で、前年度に比べ、３３億４，００８万円余の大幅な減額となっておりますが、こ

れは稲葉クリーンセンターの建設事業に伴う国の交付金が今年度前倒しで交付決定

されたことなどに伴うものでございます。 

議案第１０号及び第１１号は、平成２８年度一般会計、及び飯田広域消防特別会

計予算の補正予算案でございまして、一般会計につきましては決算見込みに伴う事

業費の増減及び看護師確保対策事業の周知に伴う経費などを、広域消防特別会計は

決算見込みに伴う事業の増減及び山本分署への高規格救急自動車の導入に対する国

庫補助金の交付に伴う財源校正等により補正をお願いするものでございます。 

詳細につきましては、この後の議案審議の際に、担当から説明をいたさせますの

でよろしくご決定賜りますようお願い申し上げます。 

以上、申し上げまして、議会開会にあたりましての私からのあいさつとさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

日程第８ 監査報告 

○議長（木下克志君） これより監査報告に入ります。 

監査委員から、平成２８年度監査の結果について報告願うことといたします。 

代表監査委員 加藤良一君。 

○監査委員（加藤良一君） 監査の結果についてご報告申し上げます。 

今議会に提出しました監査報告書は、地方自治法第２９２条において準用する同

法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定によります定期監査で、平成２８年

１１月１０日から２９年２月３日まで実施したものでございます。 

監査の対象は、お手元に配布してあります監査報告書の１ページの中段に記載の

とおり、一般会計、南信州広域振興基金特別会計及び飯田広域消防特別会計です。 

監査にあたりましては、あらかじめ指定して提出を求めた予算の執行状況及びそ
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の他関係資料に基づき、所管の長及び関係職員から説明を聴取するとともに、その

事務が関係法令に基づき適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼に置き実

施しました。 

また、現金・郵券等の取り扱い及び物品等の管理状況について、予備検査として

実地検査を行いました。 

監査の結果、予算の執行及び物品等の管理はおおむね適正に処理されていること

を認めました。 

また、第４次広域計画の推進に向け、「交流を促進し定住へと結びつける施策研究」

として、各市町村の若手職員を中心に実施している研究会は、広域連合として大変

効果的な取り組みであり、今後も構成市町村の職員のつながりを深め事業実施に向

けた展開を期待するところでございます。 

そのほか、旧飯田工業高校の利活用をはじめとする第４次広域計画の推進に向け

た諸事業、稲葉クリーンセンターやリニア中央新幹線建設への対応、在宅医療や介

護連携の事業等、多種多様化する広域的な課題に対し、広域連合の果たす役割と期

待は大きくなっています。引き続き万全な体制で課題対応に努めていただきたいと

存じます。 

なお、改善または改善の検討を要する事項がありましたのでご報告させていただ

きます。 

２ページをご覧ください。 

監査の結果の区分は指摘事項、指導事項、検討要望事項の３つとなっております。

それぞれの内容につきましては枠内の説明をご確認ください。 

今回、監査結果の部分における指摘事項及び指導事項はございませんでしたが、

検討要望事項が４件ございます。内容は、２ページ中段からの検討要望事項をご確

認ください。 

なお、３ページに今回の検討要望事項に対する措置状況としての回答があったも

のを記載しておりますのでご覧ください。 

監査の結果及び措置の報告は以上のとおりでございます。詳細につきましては、

監査報告書のご確認の上、ご検討いただきますようお願い申し上げ、簡単ではあり

ますが定期監査のご報告といたします。 

○議長（木下克志君） ただ今の監査報告について、ご発言はございませんか。よろしい

ですか。 
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（発言者なし） 

○議長（木下克志君） ご発言がございませんので、次の日程に進みます。 

 

日程第９ 一般質問 

○議長（木下克志君） これより一般質問を行います。 

一般質問は１名の通告がありました。 

一般質問につきましては一問一答方式とし、質問・答弁を含めて、合わせまして

４０分以内とすることになっておりますので、質問答弁とも簡潔明瞭に願い、会議

の進行にご協力いただくようお願いをいたします。 

また、質問される方は所定の一般質問席へお願いいたします。 

それでは、発言を認めます。 

 

◇通告１番 吉川 秋利 

○議長（木下克志君） 吉川秋利君。 

○２６番（吉川秋利君） おはようございます。飯田市議会の吉川秋利でございます。今

回も質問通告をしました。 

広域連合、あるいは広域連合議会が何をしているのかが郡市民の皆さんにあまり

見えない存在であろうと思います。 

共通一次試験も今年から飯田高校で行われました。連合長のあいさつにもありま

したが、私たちにとっては大きなこと思っておりますが、ほんの一部の皆さんしか

興味を持たれる事項ではなかったのかなと思うと非常に残念に思います。やはり議

会が質問をし、行政が答えることによって報道関係の力を借りながら、今どんなこ

とが動いているのか皆さんに知ってもらうことが必要になると思います。そんなこ

とで分かりやすい答弁をお願いします。 

まず、あと１ヶ月に迫りました念願の航空機システム共同研究講座についてお聞

きをしてまいります。改修などハードな部分については、後ほど全協で説明がある

ようですのでソフト的な部分についてお聞きをしてまいります。 

早速ですが、現状について説明を求めます。何点かお聞きをしてまいります。 

まず、応募状況についてお聞きをします。 

○議長（木下克志君） 理事者側の答弁を求めます。 

渡邉事務局長。 
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○事務局長（渡邉嘉藏君） 学生の応募状況ということでよろしいですか。 

現時点で信州大学の４年生から課程という方が２名、それから社会人の方で予定

されている方が１名ということで、合計３名の学生さんがお見えになる予定という

ふうに伺っております。 

○議長（木下克志君） 吉川秋利君。 

○２６番（吉川秋利君） 次に、学生の受け入れ状態については、どのようになっておる

かお聞きをします。 

以前にも生活するための支援について要望した経過がありますが、安心して勉強

に打ち込める環境についてお聞きをします。校舎は工事中で、田舎の真ん中で下宿

も厚生設備もないといって途中で帰ってしまうようなことがないようにしてもらい

たいと思いますので、受け入れ体制についてお聞きします。 

○議長（木下克志君） 渡邉事務局長。 

○事務局長（渡邉嘉藏君） 学生の支援策につきましては、ただ今コンソーシアムのほう

で中心になって検討をされているというふうにお伺いをしております。具体的には

いま議員のご質問にございましたような、住むことに対するもの、それから引っ越

しの費用に関するもの、それから学費の支援、大きく分けますとその３つの項目に

ついてどう対応していくかということで検討をされているというふうにお伺いをし

ております。 

○議長（木下克志君） 吉川秋利君。 

○２６番（吉川秋利君） コンソーシアムについては、単純に資金援助のような感じで受

けとめておりましたんですが、今現在どのように組織をされて、機能としてはどの

ように動き始めたかお聞きをします。 

○議長（木下克志君） 渡邉事務局長。 

○事務局長（渡邉嘉藏君） コンソーシアムのメンバーでございますが、長野県それから

広域連合等が中心になりまして、幾つかの企業が核になって役員会というものを構

成をしております。 

コンソーシアムは４年間、共同研究講座４年間の予定でございますので、４年間

に必要となる基本的な経費につきまして、どのように分担するかという協議が進め

られておりまして、ほぼ固まりつつあるというふうにお聞きをしております。 

また、連合長のごあいさつでも申し上げましたが、引き続いてメンバーの拡充等

に取り組んでいくという予定のようでございます。 
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具体的な金額の負担等につきましては、また決定した段階で議会側にもご報告を

させていただきたいというふうに思っております。 

○議長（木下克志君） 吉川秋利君。 

○２６番（吉川秋利君） 今、お聞きした中で、学生の応募状況について、大学が主体で

募集してきたと思いますけれども、学生が２名、社会人ですか１名、１０名ぐらい

の予定に対して３名という状況のようでありますが、広域連合としてはどのような

支援、働きかけをしてきたのかお聞きをします。 

○議長（木下克志君） 理事者側の説明を求めます。 

渡邉事務局長。 

○事務局長（渡邉嘉藏君） まあ、学生数といたしまして教授、先生がお２人ということ

でございますので、１学年あたりとしては５名前後が適当ではないかというような

ことが言われておりました。それで現時点では３名ということでございます。 

ただまあ、これからスタートする初年度ということでございまして、いろいろソ

フト・ハード含めての準備等もあったということで、そういう状況だろうというふ

うに思っております。 

広域連合といたしましては、むしろこれから開設以降、地元の皆さんあるいは地

元の子供さんたちにまたいろんな機会を通じて、こうした学習の場があるというこ

とをＰＲしていくようなことを信大のほうと一緒になって考えてまいりたいという

ふうに思っているところでございます。 

○議長（木下克志君） 吉川秋利君。 

○２６番（吉川秋利君） この地域に大学というか、高等教育機関がないことに対して非

常に多いなるチャンスと受けとめておりまして、ぜひ成功をさせて次のステップに

進めたいと思っておりますが、しかし、地域の皆さんにあまり関心がないのが現実

かと思います。教育者といいますか先生方においても、「そのような話は聞きました」

程度の感覚かと思います。 

この南信州地域に大学が欲しい、高等教育機関が欲しいという切実な要望の中か

らシンポジウムを行ったり、デザイン系の大学院大学を考える会などが中心となっ

て広域連合も研究してきたところであります。しかし、将来を見据えていたシステ

ム共同研究講座が４月からスタートし、サテライトキャンパス構想に向けて動き始

めようとしているにも関わらず、どのように動いているのか、まあ、あまり知らさ

れてないこともあるのか、非常に地域の意識が低い。このような意識の低さでよい
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のだろうか、自分たちの願っていた課題として取り組むには広域連合の果たす役割、

大きいと思います。 

このままでは不十分と思いますが、所見を求めます。 

○議長（木下克志君） 牧野連合長。 

○広域連合長（牧野光朗君） 議員のおっしゃるとおりせっかくのこうした機会を捉えて、

地域住民の皆様方の関心を高めていくというそうしたことは大変私も重要なことだ

というふうに思っております。 

３０年度以降の学生募集に関しましては、信州大学といたしましても大学内外で

積極的に飯田をＰＲをしていく、そうした状況になっていくというように捉えてい

るところでありまして、当地域といたしましては、こうした、まあ、これまでなじ

みのない分野でありますこういった航空機システムというものにつきましても地域

住民向けにセミナー等を開催する中で、さらなる周知を図っていければということ

を考えているところであります。 

特に、やはり若い皆さん方にとっては、世界を相手に大きく夢を広げていくとい

うそういった分野であるというふうに捉えておりまして、地元に腰を据えて研究開

発に取り組む、そうした拠点にこれからあそこがなっていくというように考え、小

中学生を対象にしたイベントなども企画して、若い人たちに大いに興味を持ってい

ただきたいというように考えているところでございます。 

○議長（木下克志君） 吉川秋利君。 

○２６番（吉川秋利君） 飯田市議会も時節柄といいますか、市民のいろんな意見を聞く

機会が最近多くなっておりまして、工学部へ通わせている父兄が、「この講座に入れ

ば家から通うことができる、で、修士も取れる。多摩川などの航空機産業に就職で

きれば一緒に住める」という夢を語っておりました。 

まあ、私たちが欲しいと望んでいた高等教育機関として、当初の目的からすれば

妥当なことかと思います。 

しかしです、この大学が欲しいという気持ちを大きくまとめる必要があると思い

ますが、この気持ちをまとめるところ、音頭を取るところが必要と思います。それ

がコンソーシアムなのか、広域連合なのか、広域連合がふさわしいのか、どのよう

に考えるか、このような保護者の都合ばかりでなくて、航空産業に興味のある若者

は日本中にたくさんいると思います。小中学校から教育することも良いと思います

が、日本中にたくさんいるはずであります。少なくとも全国の工学部に案内を出す
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くらいの熱意が、熱意というか作業をしてもいいと思いますがいかがでしょうか。

重ねてはありますがお聞きします。 

○議長（木下克志君） 牧野広域連合長。 

○広域連合長（牧野光朗君） 今のお話も含めまして、これから信州大学としても大いに

積極的にＰＲをしていきたいというそうした姿勢が示されております。 

私ども広域連合といたしましても、そうした信州大学と一緒になって、この航空

機共同システム研究講座をしっかりと内外にＰＲし、そしてゆくゆくは、つまり５

年目からは信州大学の正式な大学院課程に位置づけてもらえるよう努めてまいる所

存であります。 

○議長（木下克志君） 吉川秋利君。 

○２６番（吉川秋利君） 航空機産業に関する講座、日本中ほかにはなくて、まさにオン

リー・ワンと言える講座でありまして、来年度については、信州大学を支援する中

で競争倍率が２倍以上になるようなそんな活動を望むところであります。 

今もちょっと話がありました、今後の進め方についてお聞きをします。 

サテライトキャンパス構想が提示されておりますが、この４年間でどのような仕

組みをつくっていくのでしょうか。デザイン系大学院大学構想も眠りから覚めたと

いうか息を吹き返した感があります。 

だんだんに方向性が絞られてきたのか、あるいは方向性がまだ定まっていないの

か分かりませんが、いろいろな考えが示されております。いずれにしてもこの２～

３年が方向性を定める正念場と思います。 

５年後には何を目指しているのか、改めてお聞きをします。 

○議長（木下克志君） 牧野広域連合長。 

○広域連合長（牧野光朗君） 先ほどもお話申し上げたように、５年目から正式な大学院

課程に位置づけてもらえるようにするためには、これは今回のこの講座が十分な成

果を出していくことが必要というように捉えております。 

これは当然、信大の内部におきまして大学院として取り上げるに値する、有用、

有益なものであるという認知がなされることが前提でありまして、そのための可能

な限りの応援を地域としてもしていく必要があるという認識を持っております。 

また、先ほどからお話にありますようなデザイン系大学院大学につきましても、

こうした信州大学との共同研究講座が軌道に乗りつつある状況を踏まえながら、改

めてその検討を進めていきたいと考えるところでございます。 
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○議長（木下克志君） 吉川秋利君。 

○２６番（吉川秋利君） よろしくお願いしたいと思います。 

最後に、工事の進捗についてお聞きをします。 

前回の定例会では、国の補助金について決定まで若干の不安要素があるとのこと

でありましたが、予算については確保され、３月９日に指名競争による入札が行わ

れるとのことです。この８億円の予算のうち、４億円と２億円が補てんされる、外

部資金が投入されることを考えれば大変有意義な工事であり、２期工事が順調に進

むことを祈念するところです。 

ただ、先ほども話が出ました機械科棟とか電気科棟とか、古い呼び名でいつまで

も呼んでいないで進めてもらいたいと思います。 

３期４期の工事の日程も示されました。この中で長野県との調整、今までも非常

に苦労されたようですが、この調整、３期・４期、順調に行われるのかどうかお聞

きをします。 

○議長（木下克志君） 牧野広域連合長。 

○広域連合長（牧野光朗君） 今回のこの「産業振興と人材育成の拠点」整備につきまし

ては、議員からもお話がありましたように国や県の全面的なご理解・ご支援をいた

だく中で、申請した地方創生交付金については難なく認めていただきました。大変

ありがたく思っているところでございます。 

また、今後の見通しということについてでありますが、当初予算には３期工事と

いたしまして既に県から譲渡を受けております３棟に係る改修費用を盛り込んでい

るところであります。それ以外の施設に係る工事につきましては、施設譲渡の時期、

条件等につきまして、引き続き県と協議を進めている最中でございます。調整がつ

き次第、予算化して事業を進めてまいる所存でございます。 

今もお話にありました各施設の名前等につきましても、今後どういう言い方をす

るかということにつきまして鋭意検討を進めていきたいと考えるところであります。 

こうした中で、旧飯田工業高校への産業振興と人材育成の拠点整備として南信州

産業センター移転の完了時期が具体的に見えてきたというように思っております。 

次の課題は、現在の南信州・飯田産業センターの利用ということになっていくか

と思っておりますが、これにつきましては、これまでも申し上げてきておりますよ

うに南信州運転免許センターの誘致を考えており、具体的に県警に対して要望をし

ていきたいと思っております。また、これにつきましては全協におきましてご説明
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をさせていただければと思っておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

○議長（木下克志君） 吉川秋利君。 

○２６番（吉川秋利君） 今、ちょっと免許センターの話も出ましたので。 

前回の定例会で免許センターについて提言をしました。３期・４期工事の日程も

示されたので、免許センターについても期待が出来るというように思っております。 

ただ最近、長野県へ申し込むと新聞報道がありまして、まだやってなかったのか

という感がありますが、「議会も一緒に要望してほしい」ということのようでありま

すので、前回の定例会の答弁でもありますので確実に実行いただきたいと思います。 

飯田産業センターの移設が完了しないと免許センターの話になりませんので、よ

ろしくお願いいたします。要望といたします。 

以上で、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（木下克志君） 以上で、吉川秋利君の一般質問を終わります。 

以上をもちまして、一般質問は終了いたしました。 

 

日程第１０ 議案審議 

○議長（木下克志君） 日程に従いまして、これより議案審議に入ります。 

 

◇議案第１号 南信州広域連合資金積立基金条例の一部を改正する条例の制定につい  

て 

○議長（木下克志君） 始めに、議案第１号「南信州広域連合資金積立基金条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題といたします。 

朗読を省略し、直ちに理事者側の説明を求めます。 

渡邉事務局長。 

○事務局長（渡邉嘉藏君） それでは、議案第１号についてご説明を申し上げます。議案

書の議案第１号１をご覧をいただきたいと思います。 

本案は、南信州広域連合資金積立基金条例の一部を改正する条例の制定について

でございます。本年、完成をいたします新しいごみ中間処理施設のごみ処理に関す

る施設につきまして、今後の整備及び充実を図るために基金を設置をしたいとする

ものでございます。 

条例案についてご説明をいたします。 

本日、議長の許可をいただきまして補足説明資料「南信州広域連合資金積立基金
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条例の一部を改正する条例新旧対照表」をお配りをしてございます。ご覧をいただ

きたいと思います。よろしゅうございましょうか。 

左段、左側の新規でございます。基金の名称を「ごみ中間処理施設稲葉クリーン

センター施設整備基金」といたしまして、目的を稲葉クリーンセンターのごみ処理

に関する施設の整備及び充実を図ることといたしたものでございます。 

また、処分することができる場合といたしまして、施設の整備及び改修に要する

費用の財源に充てるということを規定をいたしました。 

附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 

以上、簡潔でございますけれどもご審議賜りまして、お認めをいただきますよう

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（木下克志君） 説明が終わりました。 

議案第１号について、ご質疑はございますか。よろしいですか。 

（発言者なし） 

○議長（木下克志君） なければ、質疑を終結いたします。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） なければ、討論を終結いたします。 

これより、議案第１号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案は原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） 異議なしと認めます。 

よって議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

◇議案第２号 南信州広域連合看護師等確保対策修学資金貸与条例の制定について 

○議長（木下克志君） 次に、議案第２号「南信州広域連合看護師等確保対策修学資金貸

与条例の制定について」を議題といたします。 

朗読を省略し、直ちに理事者側の説明を求めます。 

渡邉事務局長。 

○事務局長（渡邉嘉藏君） それでは続きまして、議案第２号についてご説明をいたしま

す。議案第２号１をお開きをいただきたいと思います。 
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本案でございますけれども、南信州広域連合看護師等確保対策修学資金貸与条例

の制定についてでございます。当地域におきまして、看護師等の人材を確保するた

めに修学資金貸与制度を定め、合わせて貸付金免除に関する規定を定めたいとする

ものでございます。 

これにつきましても補足説明資料をお配りをしてございます。まずそれで制度の

概要をご説明を申し上げます。 

議案第２号補足説明資料、南信州広域連合看護師等確保対策修学資金貸与条例概

要をご覧をいただきたいと思います。 

まず、対象職種でございます。看護師、准看護師、保健師、助産師といたしまし

て、看護師等と表現をいたしております。 

貸与対象者でございますけれども、看護師等の養成学校に在学し、当地域内の医

療機関及び介護・福祉関係機関において前記業務に従事する意思を有する者でござ

います。なお、介護・福祉関係施設には広域連合構成市町村の役場を含み、これら

を総称いたしまして「指定施設」というふうに表現をしてございます。 

次に、貸与人数でございますけれども、毎年度５名以内とし、そのうち新入生分

といたしまして３名以内、在校生分といたしまして２名以内を原則ということにい

たしております。 

在校生枠を設けましたのは、入学後に勉学を重ねる中で当地域で看護師等の職に

就きたいという意思を固める方もおられるのではないかと、あるいはそうした決断

を後押ししようという主旨でございます。 

貸与額といたしまして月額５万円といたしました。貸与期間は、正規の修学期間

内ということでございます。 

返還でございますけれども、返還の猶予、または免除に該当する場合を除きまし

て、貸与期間を満了または貸与取り消しとなったときに返還が始まるということで

ございます。 

返還の猶予でございますが、表の（１）から（３）のいずれかに該当する場合と

定めてございます。 

次に、返済の免除でございます。で、同じく表の（１）から（３）のすべてに該

当する場合、すなわち、指定施設に正味５年間勤務いただいた場合には返済を免除

することとしたいということでございます。 

また、今回ご提案申し上げております条例案では、いわゆる現役での資格取得が
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できない場合、もう１回挑戦していただくということを認めるという規定といたし

ております。 

他制度との併用に関しましては、構成市町村及び長野県の制度を除きまして、本

条例案と同種の制度、すなわち貸付金の返済が免除される奨学制度との併用は認め

ないことといたしました。これは特定の施設等に人材が集中することを防ぐという

ことなどの理由によります。 

また、保証人につきましては、成人者お１人ということで制度の利用しやすさを

考慮いたしたものでございます。 

最後でございますが、この制度はまず１０年間ということで運営をしてまいりた

いと思っております。また途中で評価、見直し等を行いながら、より良いものにし

ていきたいというふうに考えております。 

それでは続きまして、条例の構成等につきまして簡潔にご説明を申し上げます。

恐縮でございます、再度議案第２号１のほうにお戻りをいただきたいと思います。 

第１条でございますが、目的について規定しておりまして、後段にありますよう

に「修学資金を貸与することにより、その修学を支援し、もって地域内の看護師等

の人材確保を通じて地域住民の福祉の向上に寄与する」としております。 

第２条につきましては用語の規定を。また第３条では貸与の資格について定めて

おります。第４条で貸与の額として月額５万円と規定をしてございます。 

裏面でございますが、第５条では貸与の期間を定め、また第６条では修学資金は

無利子ということを定めております。 

続きまして、第７条では貸与の申請について、８条では保証人について定め、先

ほど申し上げたとおり成人者お１人ということでございます。第９条では貸与の決

定について、第１０条では資金の交付について定めております。第１１条から１２

条では貸与の休止と決定の取り消しについて定め、１３条では資金の返還について

定めております。 

次ページ、議案第２号３のほうへまいりまして、１４条と１５条では返還の免除

に関する規定でございまして、先ほど申し上げたとおりでございます。１６条と１

７条では返還の猶予について、また第１８条では延滞利息について定めております。 

次ページへまいりまして、議案第１９号では規則への委任を謳い、附則で条例の

施行日を平成２９年４月１日と定めたところでございます。 

説明は以上でございます。よろしくご審議賜りましてお認めいただきますようお
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願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（木下克志君） 説明が終わりました。 

議案第２号について、ご質疑はございませんか。よろしいですか。 

（発言者なし） 

○議長（木下克志君） なければ、質疑を終結いたします。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） なければ、討論を終結いたします。 

これより、議案第２号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案を原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） 異議なしと認めます。 

よって議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

◇議案第３号 南信州広域連合使用料及び手数料に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

○議長（木下克志君） 次に、議案第３号「南信州広域連合使用料及び手数料に関する条

例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

朗読を省略し、直ちに理事者側の説明を求めます。 

渡邉事務局長。 

○事務局長（渡邉嘉藏君） それでは続きまして、議案第３号についてご説明を申し上げ

ます。議案第３号の１をご覧をいただきたいと思います。 

本案は、南信州広域連合使用料及び手数料に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてでございます。新しいごみ処理中間の施設、稲葉クリーンセンターで

ございますが、本年９月１日から焼却施設の試運転を開始いたす予定としておりま

す。これに伴いまして新たなごみ分別収集により、直接搬入・委託収集のすべてを

この新しいセンターで受け入れることとなります。 

それに伴いまして、今回、広域連合に関わる直接搬入の使用料を改定したいとす

るものでございます。本議案につきましても補足資料をお配りをしてございます。

新旧対照表でございますけれどもご覧をいただきたいと思います。 
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別表第１、使用料の区分欄のごみ中間処理施設使用料の旧が桐林、それから新が

稲葉ということでございます。 

桐林クリーンセンターでのごみ１０キログラムあたり２３０円を、新しい稲葉ク

リーンセンターではごみ１０キログラムあたり１８０円としたいとするものでござ

います。この金額の算出根拠につきましては、これまでも全協等で何回かお諮らい

をしながらご説明を申し上げてきておるところでございますが、桐林のクリーンセ

ンターの今後２０年間にわたりますごみ使用料と、それから処分費から算定をした

ものでございます。 

附則でございますが、施行期日と経過措置を定めるものでございます。 

以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（木下克志君） 説明が終わりました。 

議案第３号について、ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） なければ、質疑を終結いたします。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） なければ、討論を終結いたします。 

これより、議案第３号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案を原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） 異議なしと認めます。 

よって議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

 

◇議案第４号 南信州広域連合飯田環境センター設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

○議長（木下克志君） 次に、議案第４号「南信州広域連合飯田環境センター設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

朗読を省略し、直ちに理事者側の説明を求めます。 

渡邉事務局長。 

○事務局長（渡邉嘉藏君） それでは、議案第４号についてご説明を申し上げます。議案
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第４号の１をご覧をいただきたいと思います。 

本案でございますけれども、南信州広域連合飯田環境センター設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。本条例によりまして、

現在整備を進めております新しいごみ中間処理施設の名称及び位置を定めたいとす

るものでございます。これまで仮称というような形でご説明、名称を使ってまいり

ましたが条例として正式に決めてまいりたいということでございます。 

では、条例案についてご説明を申し上げます。本件につきましても補足説明資料

といたしまして、新旧対照表を付けさせていただいております。そちらでご説明を

させていただきたいと思います。 

南信州広域連合飯田環境センター設置及び管理に関する条例の第３条の表中に、

新しいごみ中間処理施設の名称といたしまして、「南信州広域連合ごみ中間処理施設

稲葉クリーンセンター」を、それから位置といたしまして、「飯田市下久堅稲葉１５

２６番地１」を追加したいとするものでございます。 

附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 

以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（木下克志君） 説明が終わりました。 

議案第４号について、ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） なければ、質疑を終結いたします。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） なければ、討論を終結いたします。 

これより、議案第４号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案を原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） 異議なしと認めます。 

よって議案第４号は、原案のとおり可決されました。 
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◇議案第５号 南信州広域連合ごみ中間処理施設稲葉クリーンセンター電気事業基金条

例の制定について 

○議長（木下克志君） 次に議案第５号「南信州広域連合ごみ中間処理施設稲葉クリーン

センター電気事業基金条例の制定について」を議題といたします。 

朗読を省略し、直ちに理事者側の説明を求めます。 

渡邉事務局長。 

○事務局長（渡邉嘉藏君） 議案第５号についてご説明申し上げます。議案第５号１をご

覧をいただきたいと思います。 

本案は、南信州広域連合ごみ中間処理施設稲葉クリーンセンター電気事業基金条

例の制定についてでございます。稲葉クリーンセンターでは、本年１１月１日の正

式稼働以降、余熱利用として発電を行い、そのうちで施設内で使用した以外の余剰

電力を売却してまいることといたしております。 

その売電収入を稲葉クリーンセンター特別会計で管理をいたしまして、起債の償

還などの支出を行い、残額を本基金に積み立てをいたしまして、発電施設の整備及

び改修に要する費用の財源としたいとするものでございます。 

条文の内容につきましては、他の基金条例と同様でございますが、第１条ではた

だ今申し上げた主旨を定め、第２条では基金として積み立てる額について定めてお

ります。第３条では基金に属する現金の管理を定め、第４条では、運用益金の処理

につきまして特別会計を経て当該基金に編入する旨を定めたところでございます。

第５では、広域連合長の繰り替えの運用について、第６条では基金の処分について

定めました。また、第７条では、広域連合長への委任について定め、附則では、施

行期日を定めております。 

以上でございます。よろしくご審議賜りましてお認めいただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

○議長（木下克志君） 説明が終わりました。 

議案第５号について、ご質疑はございませんか。よろしいですか。 

（発言者なし） 

○議長（木下克志君） なければ、質疑を終結いたします。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） なければ、討論を終結いたします。 
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これより、議案第５号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案を原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） 異議なしと認めます。 

よって議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第１０号 平成２８年度南信州広域連合一般会計補正予算（第２号）案 

○議長（木下克志君） ここで議事の都合により審議の順序を変更し、本日、追加提案、

提出されました議案第１０号「平成２８年度南信州広域連合一般会計補正予算（第

２号）案」を議題といたします。よろしいですか。 

朗読を省略し、直ちに理事者側の説明を求めます。 

塚平事務局次長。 

○事務局次長（塚平 裕君） それでは、議案第１０号についてご説明申し上げます。本

日お配りをいたしました一般補１ページをご覧ください。 

本案は、平成２８年度南信州広域連合一般会計補正予算（第２号）案でございま

して、第１条の歳入歳出予算の補正では予算総額から歳入歳出それぞれ２０９万２

千円を減額いたしまして、補正後の歳入歳出予算の総額を９２億２，３３２万１千

円としたいとするものでございます。 

第２条は繰越明許費の補正でございます。歳出からご説明申し上げますので、一

般補１２・１３ページをご覧ください。 

１款１項１目・議会費でございますが、昨年実施をいたしました議員研修の交付

金につきまして、その決算額により増額をさせていただきたいとするものでござい

ます。 

２款１項１目・一般管理費は、昨年４月の人事異動に伴う人件費の調整と、職員

手当の増額等をお願いするものでございます。 

細目１３・財政調整基金積立金は、同基金の利子額がほぼ確定したことから増額

分を基金へ積み立てるものでございます。なお、以降各基金の利子の決算見込みに

基づきまして、それぞれの予算科目におきまして積立金の補正をお願いしておりま

す。 

１３ページ下段から１４・１５ページをご覧いただきたいと思います。 
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３款２項４目・看護師等確保対策事業費でございますが、修学資金制度の実施に

伴います各周知用のツールの作成に係る経費を計上してございます。 

４款１項１目のごみ中間処理施設清掃総務費でございますが、昨年４月の人事異

動に伴う人件費の調整と、職員手当の減額等でございます。 

細目１０・一般管理費のうち、新規積立金は、将来の施設改修と管理に備えるた

め施設整備基金に積立を行いたいとするものでございます。 

４目・飯田竜水園清掃総務費は、将来の移設改修に備えるため施設整備基金に積

み立てを行いたいとするものでございまして、合わせて６目・飯田竜水園し尿処理

費及び８目・稲葉クリーンセンター整備事業費は、決算見込みによりまして事業費

を減額したいとするものでございます。 

続いて歳入をご説明申し上げますので、一般補１０・１１ページへお戻りいただ

きたいと思います。 

１款・分担金及び負担金でございますが、稲葉クリーンセンター整備に係る市町

村負担金でございまして、国の循環型社会形成推進交付金の前倒し交付決定に伴う

負担金の減でございます。 

５款・財産収入は、基金利子の増額でございます。 

８款・繰越金につきましても決算見込みにより増額を行うものでございます。 

第２表、繰越明許費の補正についてご説明申し上げます。一般補の６ページへお

戻りをいただき、第２表をご覧をいただきたいと思います。 

稲葉クリーンセンター整備事業につきまして、外周フェンス設置工事が増額とな

りましたことから、繰越明許額を変更させていただきたいとするものでございます。 

最後に、一般補１６～１８ページをご覧いただきたいと思います。今回の人件費

に関する補正と１月１日現在の状況を給与費明細書にまとめておりますのでご確認

をお願いをいたします。 

一般会計の補正予算案については以上でございます。 

○議長（木下克志君） 説明が終わりました。 

議案第１０号について、ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） よろしいですか。 

なければ、質疑を終結いたします。 

討論はございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） なければ、討論を終結いたします。 

これより、議案第１０号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案を原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） 異議なしと認めます。 

よって議案第１０号は、原案のとおり可決されました。 

 

◇議案第１１条 平成２８年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計補正予算（第２号） 

案 

○議長（木下克志君） 次に、議事の都合により審議の順序を変更し、本日、追加提出さ

れた議案第１１号「平成２８年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計補正予算（第

２号）案」を議題といたします。 

朗読を省略し、直ちに理事者側の説明を求めます。 

有賀飯田広域消防総務課長。 

○総務課長（有賀達広君） それでは、議案第１１号「平成２８年度南信州広域連合飯田

広域消防特別会計補正予算（第２号）案」について、ご説明を申し上げます。 

消防補１ページをご覧いただきたいと思います。 

第１条に記載してございますとおり、歳入歳出それぞれ３，０５９万４千円を増

額し、総額を歳入歳出それぞれ２１億８，２１９万４千円といたしたいとするもの

でございます。 

それでは歳出から説明を申し上げますので、消防補１２・１３ページ、歳出欄を

ご覧いただきたいと思います。 

始めに、１款１項１目・一般管理費でございますが、説明欄にございます細目０

１の人件費につきましては、３１３万３千円の減額となっております。これは給与、

職員手当のうち管理職手当及び勤勉手当の増につきまして、給与改定によるもので

ございまして、その他の減につきましては、決算見込みによるものでございます。 

続きまして、細目１１の財政調整基金積立金でございますけれども、起債償還、

消防車両、資器材の購入などに充当するため、新たに３，５００万円を積み立てた

いとするものがこのようなものでございます。 
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特定財源の補正額の財源内訳の欄にございます特定財源でございますけれども、

中央自動車道の支弁金の確定によるもので、その他いずれも決算見込みによるもの

でございます。 

続きまして、下段へ行きまして、２目の常備消防費をご覧ください。３００万円

の増額でございますが、高森消防署の高規格救急自動車に積載をしております備品

のうち、心電計モニターの故障による更新整備を行うものでございます。 

続きまして、３目の消防施設費でございますが、６００万円の減額でございます。

細目１０のうち自動車購入費でございますが、現在購入を進めております山本分署

及び和田分署の高規格救急自動車、並びに高森消防署の指揮車両の整備に係る事業

費の確定により減額をするものでございます。 

財源内訳でございますけれども、山本分署の高規格救急自動車整備につきまして

は、当該車両の緊急消防援助隊への登録に対しまして、国庫支出金１，２０５万６

千円が手当されることが決定いたしましたので、一般財源から特定財源へ財源構成

をいたしてございます。 

続きまして、歳入につきましてご説明を申し上げますので、消防補１０ページに

お戻りいただきたいと思います。先ほど歳出の中で財源内訳の説明をいたしました

以外の歳入についてご説明を申し上げます。 

まず、１款・分担金及び負担金ですが、平成２８年５月の第１回臨時会において

ご承認いただいた地方債の償還に係る交付税措置分でございまして、飯田市に一括

算入し負担金として納入いただくものでございます。 

７款の繰入金ですが、当初予算において起債償還に充てるため計上していたもの

でございますが、財政上の見通しが立ったことから皆減とさせていただきたいと存

じます。 

８款・繰越金は、確定いたしました平成２７年度からの純繰越金の増額補正でご

ざいます。 

なお、消防補１４ページ以降に給与費明細書を添付してございますのでご覧いた

だきたいと思います。 

以上、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（木下克志君） 説明が終わりました。 

第１１号について、ご質疑はございませんか。 

（発言者なし） 
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○議長（木下克志君） なければ、質疑を終結いたします。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） なければ、討論を終結いたします。 

これより、議案第１１号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案を原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） 異議なしと認めます。 

よって議案第１１号は、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第６号 平成２９年度南信州広域連合一般会計予算（案） 

○議長（木下克志君） 次に、議案第６号「平成２９年度南信州広域連合一般会計予算（案）」

を議題といたします。 

朗読を省略し、直ちに理事者側の説明を求めます。 

渡邉事務局長。 

○事務局長（渡邉嘉藏君） それでは、議案第６号～９号まで平成２９年度予算の説明に

入ります前に、概要につきまして簡単にご説明をさせていただきます。本日お配り

をさせていただきました議案第６～９号の補足説明資料、２９年度当初予算の概要

をご覧をいただきたいと思います。 

「始めに」の部分につきましては、広域連合長が冒頭のごあいさつで申し上げた

とおりでございます。当広域連合といたしまして、その時々の課題に適宜適切に対

応して、着実な解決と事業の推進を図りながら、構成市町村の厳しい財政状況を踏

まえながらより効率的な財政運営に留意してまいりたいとするものでございます。 

「予算案の総括」でございますが、一般会計、広域振興基金特別会計、広域消防

特別会計、稲葉クリーンセンター特別会計の４会計の総額も連合長申し上げたとお

りでございます。 

６行目、構成市町村負担金の総額でございますけれども、３４億２，４００万円

余ということで、平成２８年度と比べまして４億１，７００万円余の減額となって

おります。これは基本的には、総事業費の動きに連動をいたしまして、稲葉クリー

ンセンター整備に係る平成２９年度交付金等申請予定事業が２８年度に前倒して交
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付受けになったこと。 

それから、この前倒し交付分に係る補助裏の起債充当率や、交付金対象外事業に

係ります起債充当率がかさ上げされたことによりまして、交付税による一般財源へ

の補てん見込み額が増えたことなどによるものでございます。そして、この傾向は

基本的には、平成３０年度以降の市町村負担金にも反映される見込みということで

ございます。 

このほか、ほかの歳入につきましては特定財源といたしまして当初から県の元気

づくり支援金等を見込み、さらに市町村負担金の軽減に努めたところでございます。 

一方、飯田広域消防特別会計におけます市町村負担金でございますが、平成３０

年度の当初予算編成までに地域の将来を見通す中で、消防に係る基本計画を策定し、

将来の需要を見込む中で改めての協議をお願いしたいということといたしまして、

総額につきましてもう１年据え置きとさせていただいております。 

以下、各会計の概要についても示してございますが、参考にしていただきながら

ご説明をお聞きいただき、よろしくご審議・ご決定を賜りたいと思います。よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（木下克志君） 塚平事務局次長。 

○事務局次長（塚平 裕君） それでは、私のほうから議案第６号「平成２９年度南信州

広域連合一般会計予算（案）」について、ご説明申し上げます。予算書の１ページを

ご覧をいただきたいと思います。 

本案は、第１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ２２億９，７５０万円と定めた

いとするものでございます。 

第２条は、地方債の起債の目的、限度額、利率等につきまして第２表のとおり定

めたいとするものでございます。 

第３条は、一時借入金の最高額を２億円と定めるものでございます。 

それでは、まず歳出予算についてご説明申し上げますので、１６・１７ページを

ご覧ください。 

１款・議会費につきましては、議会運営経費が主な内容でございます。財源は一

般財源としてございます。 

２款１項１目、一般管理費の人件費は、特別職等の報酬と事務局職員の給与・手

当等が主な内容でございます。 

１８・１９ページをご覧ください。 
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細目１０の一般管理費でございますが、臨時職員２名の賃金並びに事務局経費と

平成２９年度に期限を迎えます企業立地促進法に基づく南信州地域産業活性化基本

計画を引き続き策定するための地域産業活性化協議会への負担金など、関係団体等

への事務的負担金及び児童手当の広域消防特別会計への繰出金が主なものでござい

ます。 

続いて、２０・２１ページをご覧ください。 

細目１３の財政調整基金積立金は、基金からの利子収入につきまして当該基金へ

積立金を行うものでございます。 

以下、各基金からの利子につきまして、各科目において該当する基金へ積み立て

を行うこととさせていただいておりますのでご確認をしていただきたいと思います。 

この目における財源は、分担金、負担金、財産収入、諸収入及び一般財源でござ

います。 

３目のリニア地域づくり推進費につきましては、平成２２年度に設置をいたしま

したリニア中央新幹線の基金につきまして、今年度末に基金残高が５，０００万円

余となりまして、今後の事業進捗を見極めるため２９年度は新規積立を休止をさせ

ていただいたところでございます。 

５目・調査研究プロジェクト事業費でございますが、広域連合の基本構想・基本

計画の実現に調査研究プロジェクトに関する経費を計上させていただいております。 

細目１０・地域づくりプロジェクト事業費では、調査事業費といたしまして、リ

ニア時代を見据えて定住促進を図るために当地域のゾーニングを進めるための一環

といたしまして、今年度、市町村職員の参加を得て進めてまいりましたマーケティ

ング研究会におきましての成果をもとに、農業、教育、研修等をキーワードといた

しまして事業化につなげるべく、関係予算を計上させていただいてございます。 

また、今年度実施をいたしましたＩＣＴ環境の現状把握をもとといたしまして、

地域内への光ファイバーの整備のための方策を検討し、実現に向けた取り組みを行

うために計上をさせていただいております。 

地域づくり事業費につきましては、調査研究事業の一環といたしまして、構成市

町村の職員の皆さんにご参加をいただき地域づくりの先進地の視察を実施したいと

するものでございます。 

民族芸能保存継承事業につきましては、昨年に引き続き下伊那地方事務所や関係

団体の皆様と連携をし、地域の守るべきものの代表でございます伝統的な民俗芸能
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の保存について取り組みたいとするものでございます。 

景観形成プロジェクト事業費につきましては、リニア時代を見据え良好な景観を

維持し、地域ブランドの確立を図るために景観形成に対する講演会を行いたいとす

るものでございます。 

２１ページ最下段から、２２・２３ページをご覧ください。 

南信州移住促進事業費につきましては、各市町村が独自で取り組む移住促進施策

に加え、広域的な連携のもと移住促進施策に取り組むことによりまして、ＵＩター

ン希望者への多様な選択肢を提供する機会を創出し、圏域への移住定住の促進を図

るために計上をしたものでございます。 

この目におきます財源は、県の元気づくり支援金及び一般財源でございます。 

７目・「産業振興と人材育成の拠点」整備事業費でございますけれども、これまで

「知の拠点」整備事業といたしておりましたが、改修工事完了後に設置条例制定の

ため事業名として新たに設定をしたものでございます。 

細目１０・「産業振興と人材育成の拠点」事業費につきましては、主に南信州・飯

田産業センター移転・拡充のための第３期工事につきまして、事務委託をしており

ます飯田市へ支出をするものでございます。 

細目１１・信州大学航空機システム共同研究講座コンソーシアム事業費につきま

しては、コンソーシアムの運営に係る広域連合負担金でございます。この目におき

ます財源につきましては、地方創生推進交付金、市町村負担金、地方債でございま

す。 

続いて、民生費についてご説明申し上げます。 

３款１項１目の介護認定審査会費につきましては、介護認定審査の経費でござい

まして、審査委員の報酬等が主なものでございます。 

２４・２５ページをご覧ください。 

１４目の在宅医療介護連携推進事業費につきましては、今年度発足をいたしまし

た在宅医療介護連携推進協議会におきまして具体的な事業展開を図ってまいりまし

たが、２９年度の継続課題・新規課題に対応する経費として計上をさせていただき

ました。 

２項１目・市町村審査会費及び２６・２７ページにございます、２目・相談支援

事業費につきましては、例年とほぼ同様の事業内容でございまして、老人ホームへ

の入所調整や審査会の運営及び相談支援事業の実施に必要な経費をお願いするもの
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でございます。 

３目・飯田下伊那診療情報連携システム事業費は、飯田下伊那診療情報連携シス

テム、通称「ism-Link」でございますけれども、このデータサーバーの維持及びシ

ステム使用に関する経費及び ism-Link のＰＲ等周知のためのホームページ開設に

伴う費用等を計上してございます。 

４目・看護師等確保対策事業費は、看護師等確保対策のために新たに創設をさせ

ていただく奨学金制度に伴う貸付金などでございます。民生費に係る財源につきま

しては、市町村負担金及び一般財源でございます。 

続いて、衛生費でございます。２９年度は新たに稲葉クリーンセンターが稼働す

ることに伴いまして、桐林クリーンセンター及び稲葉クリーンセンター分をそれぞ

れ計上をさせていただいております。 

４款１項１目・ごみ中間処理施設清掃総務費の人件費につきましては、職員の給

料・手当等でございます。 

２８・２９ページをご覧ください。 

一般管理費でございますが、臨時職員の賃金、施設管理の委託料、事務経費が主

な内容でございまして、桐林クリーンセンター及び稲葉クリーンセンターそれぞれ

に計上をさせていただきました。財源は、分担金、負担金、財産収入及び一般財源

でございます。 

３０・３１ページをご覧ください。 

３目・ごみ中間処理施設ごみ処理費につきましては、桐林クリーンセンター及び

稲葉クリーンセンターにおけるごみ焼却処理に要する経費でございます。 

委託料の施設運転維持管理業務委託料につきましては、委託業者との長期包括委

託契約を締結することにより、経費総額の低減と負担の平準化を図っているもので

ございまして、桐林クリーンセンター分は、最終年度契約という形となっておりま

すことから、稲葉クリーンセンター稼働分が増となっておるところでございます。 

この業務につきましては、既に債務負担行為をお認めいただいておりますのでご

確認をお願いしたいと思います。財源は、使用料・手数料及び一般財源でございま

す。 

３１ページ下段から、３２・３３ページをご覧をいただきたいと思います。 

４目・飯田竜水園清掃総務費の人件費につきましては、飯田竜水園職員の給与・

手当でございます。 
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一般管理費は、臨時職員の賃金、事務的経費が主なものでございます。 

需用費のうち修繕費につきましては、管理棟ピロティ屋根の雨漏りの対策に要す

る費用等でございます。財源は、分担金、負担金、財産収入、諸収入及び一般財源

としてございます。 

続いて、３４・３５ページをご覧ください。 

６目・飯田竜水園し尿処理費につきましては、飯田竜水園のし尿処理に係る経費

でございます。し尿搬入量につきましては、一般のし尿が減少する一方で、合併処

理浄化槽の汚泥が若干増加をしておるものの搬入量全体では若干減少の状況となっ

ております。 

し尿処理費の主なものは、処理薬剤関係費、電気料、設備保守点検委託料、汚泥

処分等の委託料でございます。 

委託料の施設整備保守点検業務委託につきましては、ポンプ類の保守点検が必要

となってまいったことから、前年度よりその分の増額となっております。財源は使

用料・手数料及び一般財源でございます。 

７目・リサイクルセンター運営管理事業費につきましては、桐林クリーンセンタ

ーに隣接をいたしますリサイクルセンターの運営管理に要する費用でございまして、

財源は、使用料、手数料、諸収入及び一般財源でございます。 

３６・３７ページをご覧ください。 

８目・稲葉クリーンセンター整備事業費につきましては、飯田市下久堅稲葉地籍

に設置を進めております稲葉クリーンセンター施設整備に要する経費でございます。 

２９年度につきましては、施設の建設工事の最終年度となりますが、国の循環型

社会形成推進交付金が国の２８年度２次補正によりまして前倒しで追加内示を受け

たことから、２９年度は大幅な減額となったところでございます。事業内容は、施

設の本体関連工事等でございます。財源は地方債及び一般財源としてございます。 

３７ページ下段から３８・３９ページをご覧をいただきたいと思います。 

６款・公債費の元金と利子でございますが、ごみ中間処理施設整備に関わる償還

金等となってございます。 

特別養護老人ホーム整備に係ります償還金につきましては、施設が市町村に移管

された後も従来どおり所在市町村から負担金をいただき、広域連合が償還をすると

いう形となっておりますのでご承知置きをいただきたいと思います。 

続いて、歳入に戻ってご説明をさせていただきますので、１０ページ・１１ペー
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ジをお開きいただきたいと思います。 

１款の分担金及び負担金につきましては、総務費、民生費、衛生費及び特養の公

債費に関する市町村負担金でございます。 

総務費等につきましては、「産業振興と人材育成の拠点」整備及び航空機システム

共同研究講座コンソーシアム負担金等により増額となっておりますけれども、衛生

費につきましては、稲葉クリーンセンター整備負担金が大きく減額となっておりま

す。内訳につきましては説明欄に記載のとおりでございます。 

構成市町村別の金額につきましては、４９ページの附表４に記載をしております

ので後ほどご確認をお願いいたします。 

続いて、１２・１３ページをご覧ください。２款１項１目の衛生使用料でござい

ますけれども、桐林クリーンセンター、稲葉クリーンセンターと飯田竜水園のごみ

及びし尿受け入れに係る施設使用料でございます。稲葉クリーンセンター稼働後の

ごみ直接搬入分の使用料減額に基づき前年度より減額となっているものでございま

す。２項１目の衛生手数料でございますが、リサイクルセンターのリユース品取扱

手数料でございます。 

３款の国庫支出金でございますが、稲葉クリーンセンター整備事業に関する国か

らの交付金が２８年度に前倒し交付されましたことから皆減となっておりますけれ

ども、総務費国庫補助金といたしまして、航空機システム共同研究講座コンソーシ

アム負担金につきまして、県と連携して申請をいたし交付決定をいただいておりま

す地方創生推進交付金によるものでございます。 

４款の県支出金でございますが、マーケティング研究会の事業化及び南信州移住

促進事業に係る元気づくり支援金を計上してございます。 

５款の財産収入でございますが、各基金の利収入でございまして、該当基金にそ

れぞれ積み立てをさせていただくこととしております。 

１３ページ下段から１４・１５ページをご覧いただきたいと思います。 

７款の繰入金につきましては、し尿処理施設整備に係る起債の償還のため基金か

ら繰り入れを行いたいとするものでございます。 

８款の繰越金は、前年度からの純繰越金でございます。 

９款１項は、預金利子となっております。９款２項の雑入のうち、総務費等雑入

は、指定管理を行っております阿南学園に関する保険料等、指定管理受託者からの

負担金となっております。 
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衛生費の雑入ですが、桐林クリーンセンター及び稲葉クリーンセンターの鉄・ア

ルミの売却代、電柱敷地料及びリサイクルセンターの太陽光発電収入等となってお

ります。 

１０款の連合債のうち、２目・衛生債は、稲葉クリーンセンターの整備事業に関

して事業費の一部について起債を行うもの。３の総務債は、「産業振興と人材育成の

拠点」整備事業の第３期工事に関して起債を行うものでございます。 

起債につきましては、４ページの第２表・地方債をご覧いただきたいと思います。 

稲葉クリーンセンターの整備事業及び「産業振興と人材育成の拠点」整備事業に

関して、地方債による対応を予定しておるものでございまして、限度額は合わせて

５億４，０６０万円、起債の方法、利率、償還につきましては、表に記載いたしま

したとおりでございます。 

続いて、附表についてご説明を申し上げますので、４０ページをお開きをいただ

きたいと思います。４０ページから４４ページに附表１といたしまして給与費明細

書をお付けしてございます。 

４６・４７ページには附表２といたしまして、債務負担行為に関する調書、４８

ページに附表３といたしまして地方債の現在高の見込みに関する調書を、４９ペー

ジには附表４といたしまして一般会計に関する市町村負担金明細書を添付しており

ます。 

また、附表４でございますけれども、本日、追加でお配りをいたしました議案第

６～９号の補足説明資料の５ページになりますけれども、Ａ３折り込みのものが１

枚ついてございます。市町村負担金に関する全会計の前年度との比較表をお付けさ

せていただきました。それをまたご確認をいただければと思っております。 

説明は以上でございます。 

○議長（木下克志君） 説明が終わりました。 

議案第６号について、ご質疑はございませんか。 

井坪隆君。 

○３３番（井坪 隆君） ２１ページに地域づくりプロジェクト事業費というのがあるん

ですが、これ補足資料にあるところの職員研究会からの事業化というところになる

んですね。 

○議長（木下克志君） 答弁願います。 

塚平事務局次長。 



 －47－ 

○事務局次長（塚平 裕君） 本日お配りをした補足説明資料の予算案の概要のところを

指定されたわけでございますね。 

２ページ目の８行目からにございます、失礼いたしました、１８から１０行目に

ございます農業教育研修をキーワードにして事業化に取り組みますというところで

ございます。 

○議長（木下克志君） 井坪隆君。 

○３３番（井坪 隆君） ここの中の事業化という意味が２通り取られると私は。１つは

その広域連合の基本計画に基づく事務事業にしていくという事業化という意味と、

もう１つは産業として育成していく事業化と２つに捉えれるんですが両方なんでし

ょうか、どちらかなんでしょうか。 

○議長（木下克志君） 塚平事務局次長。 

○事務局次長（塚平 裕君） 両方の意味を兼ねているというふうに理解をしていただい

て結構だと思います。 

この事業につきましては、検討委員会それから昨年度から説明をしてまいりまし

たけれども、市町村の職員の皆さんに協力をいただく中で事業化に向けた研究をし

てまいりました。 

一定の方向が出た段階で、今年度から本格的に事業として成り立つような検討を

してまいりたいというふうに思っておりますが、説明でも申し上げましたとおり単

年度で結果が出るというふうに思っておりませんので、多少長い、まあスパンとし

ては最長１０年ほどを見ておりますけれども、本格的に当地域の目玉の産業として

できるような形で、目的としてやっていきたいというふうに考えております。 

○議長（木下克志君） 井坪隆君。 

○３３番（井坪 隆君） 広域連合の取り組みとして私は画期的だと思うんですよ。少な

い職員の中で市町村側の職員も一緒になって事業化目指していくということは、私

は画期的な取り組みだと思うんです、評価したいと思うんです。 

ただ問題は、今のこの広域連合の体制でそこまででかいことができるのかどうか。

つまり、単年度ではないが長期的に取り組むという中で、今のこの体制で、まあ事

務事業をこなしていくうちはいいですよ、産業として育成していくだけの事業化と

いうところまで果たしてやっていけるのかどうか。 

もし本気でやるとすれば、相当にこの広域連合の体制も考えなきゃいけないし、

議会側も今の検討委員会がこのままでいいかという問題も出てくると思うんです。
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その辺の考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（木下克志君） 理事者側の答弁を求めます。 

渡邉事務局長。 

○事務局長（渡邉嘉藏君） プロジェクト事業というふうな表現もしておりますが、まあ、

これはある意味パイロット事業的に先行していくというような意味合いでございま

す。 

ただもちろん構成市町村それぞれ産業振興、農政も含めていろいろ取り組んでお

られますので、最終的にはそういうところとどういうふうに連携していくかという

こともございますし、それから先々のことはちょっと分かりませんが、例えばそれ

が農協さんなのかＮＰＯなのか分かりませんが、新たな組織、あるいは既存の組織

とどういうふうに連携していくかということになってくるというふうに思います。 

なので、何ていいますか、広域連合が最後まで主体者、一番中心でということよ

りは、だんだんとそういう意味では黒子というか、バックアップしていくような形

にだんだんと役割を変えていくということが必要でありますし、そうなっていかな

いと本当に産業振興ということにつながっていかないというふうに考えております。 

○議長（木下克志君） よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

後藤荘一君。 

○２９番（後藤荘一君） ２２ページ・２３ページの産業振興と人材育成の拠点事業費、

コンソーシアム事業費ですけれども、今さっき一般質問で学生が３人ですか、今ま

で定員は１０人というふうに聞いておるんですけれども、ですから、まだあと７人

不足しているという感じで、これをどういうふうにお考えなのか。 

負担金のこの１，０００万、これをどういうふうに捉えているのかお聞きをした

いと思うんですが。 

○議長（木下克志君） 理事者側の答弁を求めます。 

渡邉事務局長。 

○事務局長（渡邉嘉藏君） 先ほどの一般質問のところでも申し上げましたが、１０人と

いうふうに申し上げておりますのは２カ年、２学年で１０人というのが最大という

ことで申し上げてきております。教授がお２人でございますので、内容の専門性等

から考えてお１人で受け持てる学生の数というのはおのずと限界がございます。 

ということで、１学年あたりといたしますと５人というのが１つの目安というこ
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とでございます。 

○議長（木下克志君） 後藤荘一君。 

○２９番（後藤荘一君） そうすると来年も新規に何人か入ってきて、１０人に近いメン

バー、学生ができるというふうに考えていいのか。 

それで、今年度１，０００万ですけれども、そうすると来年度はどうなるのか、

１，０００万が本当に妥当なのかどうか、この学生３人というのと比べてね、お聞

きをしたいと思うんですが。 

○議長（木下克志君） 理事者側の答弁を求めます。 

塚平事務局次長。 

○事務局次長（塚平 裕君） このコンソーシアムの負担金でございますけれども、いま

議員のおっしゃったように、その学生の支援だけを目的としているものではなくて、

この講座を運営をしていくために広域連合として負担を予定しているものでござい

ます。年間１，０００万で、講座が開設をされます４年間ということで予定をして

いるところでございまして、講座を運営していくために支援をするということで広

域連合だけではなくて、長野県、さらにはコンソーシアムに加盟をしておいでいた

だきます民間企業、金融機関、そういった皆様方と合わせた金額をもって、この講

座を運営していくということでございますので、学生に関するものだけではないと

いうことでご承知置きいただきたいと思います。 

○議長（木下克志君） 後藤荘一君。 

○２９番（後藤荘一君） ちょっと上段のこの細目１０ですけれども、これは財団法人産

業センターが旧飯田工業の跡地に移転をするというふうに捉えているんですけれど

も、そもそもの話なんですけれども、広域連合とその財団法人との関係、まあ、理

事長が連合長がやっておるようですけれども、ちょっとそこら辺の関係って、この

投資がこれも本当に妥当なのかどうか、ちょっと私疑問なところがあるので、そこ

ら辺の説明をお願いをしたいというのと、これからこの財団法人が、まあ、財団法

人として運営していくと思うんですが、広域連合がどういうふうに関わっていくの

か、それをご説明をいただきたいと思います。 

○議長（木下克志君） 渡邉事務局長。 

○事務局長（渡邉嘉藏君） 今までもご説明を申し上げてきたつもりではございますけれ

ども、改めて申し上げるまでもございませんが、広域連合と産業センターとは別人

格ということでございます、当然でございます。 
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広域連合は環境を整備していくというのが広域連合の主な役割でございます。な

ので、産業センターが移転した暁には施設全体を産業センターに指定管理というこ

とを想定しておりまして、産業センターが自立しながら展開をしていっていただく

という想定をしております。 

ただまあ、環境整備ということでございますので、将来的に大規模改修といった

ようなことも必要性が生じた場合は、また状況に応じて広域連合としても対応をし

ていくということを考えております。 

以上でございます。 

○議長（木下克志君） そのほかございませんか。よろしいですか。 

（発言者なし） 

○議長（木下克志君） なければ、質疑を終結いたします。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） なければ、討論を終結いたします。 

これより、議案第６号を採決いたします。 

本案を原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） 異議なしと認めます。 

よって議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

会議の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。 

○事務局 再開は、午後１時からとなります。再開時刻までにご参集いただきますようお

願いいたします。 

 

休 憩 午前１１時５０分 

再 開 午後１２時５８分 

 

○議長（木下克志君） 定刻前でありますが全員おそろいでありますので、ただ今より始

めさせていただきます。 

休憩を閉じ、会議を再開いたします。 
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◇ 議案第７号 平成２９年度南信州広域連合南信州広域振興基金特別会計予算（案） 

○議長（木下克志君） 次に、議案第７号「平成２９年度南信州広域連合南信州広域振興

基金特別会計予算（案）」を議題といたします。 

朗読を省略し、直ちに理事者側の説明を求めます。 

塚平事務局次長。 

○事務局次長（塚平 裕君） 議案第７号「平成２９年度南信州広域連合南信州広域振興

基金特別会計予算（案）」について、ご説明申し上げます。予算書の５１ページをお

開きください。 

本特別会計は、南信州広域振興基金の果実を活用し、広域的な地域振興事業を実

施するものでございます。 

本案は、第１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ６９２万円と定め、第２条で一

時借入金の限度額を１，０００万円と定めたいとするものでございます。 

歳出からご説明申し上げます。６２・６３ページをご覧ください。 

１款１項１目・広域振興事業の細細目０１・広域振興事業費でございますけれど

も、当該特別会計の総務費的な経費でございます。旅費や需用費、有料道路通行料

等共通経費のほか、関係団体への負担金を計上しております。負担金のうち、地域

課題調査研究事業負担金は、愛知大学との協定により実施をしております調査研究

の取り組みに関する負担金でございます。 

細細目０３の地域情報発信事業費は、観光ポータルサイト「南信州ナビ」の管理

運営に関する負担金等でございまして、今年度実施をいたしました観光を中心とし

た総合パンフレットの内容更新に要する経費が減額となっております。 

細細目０４の広域観光交流事業は、地域の認知度とイメージ向上を図るための事

業でございまして、中京圏や首都圏におきまして観光ＰＲ等を行う「南信州フェア」

に要する経費、「南信州広域観光プロジェクト」に要する経費、上伊那・木曽圏域と

の広域観光連携事業等、観光に関する広域的連携に要する経費等でございますが、

来年度２９年度より、物販のみを対象としたイベントにつきましては、出店団体独

自での対応をお願いするなどとし減額を図ったところでございます。なお、「南信州

フェア」につきましては、長野県の元気づくり支援金等の活用を図ってまいりたい

と考えております。 

細細目０５の地域公共交通事業費は、地域公共交通の維持と推進に関する経費で

ございまして、関係機関によって構成をされます南信州地域交通問題協議会を中心
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に事業を行っております。今年度実施をいたしました、来訪者が目的地に到達する

ための案内表示の整備などが完了をしたため、来年度は減額となっております。財

源につきましては、県の元気づくり支援金及び諸収入として長野県観光協会からの

交付金などを計上してございます。 

２款の公債費につきましては、予算の運用上一時借入を行わざるを得ない場合に

備えて利子を計上させていただいているものでございます。 

続いて、歳入についてご説明を申し上げますので、予算書の６０・６１ページを

ご覧をいただきたいと思います。 

１款の県支出金は、「南信州フェア」の実施につきまして、長野県の元気づくり支

援金の活用を計画しているものでございます。 

２款・財産収入につきましては、南信州広域振興基金の運用益金でございます。

近年の低金利傾向によりまして、前年対比で減額となっております。 

４款の繰越金は、前年度からの繰越金でございます。 

５款の諸収入でございますが、観光ＰＲの実施につきまして、長野県観光協会か

らの交付金を見込んだものでございます。 

説明は以上でございます。 

○議長（木下克志君） 説明が終わりました。 

議案第７号について、ご質疑はございませんか。よろしいですか。 

（発言者なし） 

○議長（木下克志君） なければ、質疑を終結いたします。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） 討論を終結いたします。 

これより、議案第７号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案を原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） 異議なしと認めます。 

よって議案第７号は、原案のとおり可決されました。 
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◇ 議案第８号 平成２９年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計予算（案） 

○議長（木下克志君） 次に、議案第８号「平成２９年度南信州広域連合飯田広域消防特

別会計予算（案）」を議題といたします。 

朗読を省略し、直ちに理事者側の説明を求めます。 

有賀飯田広域消防総務課長。 

○総務課長（有賀達広君） 始めに、本案件につきましては本日の議案書の８３ページか

ら８６ページまでを差し替えとしてお配りしてございます。大変見づらくて恐縮で

ございますが合わせてご確認をお願いいたします。 

それでは、議案第８号についてご説明を申し上げます。予算書の６７ページをご

覧ください。 

本案は、平成２９年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計予算（案）でござい

ます。 

第１条では、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２１億４，８６０万円と定めたいと

するものでございます。 

第２条につきましては、一時借入金の最高額を１億円としたいとするものでござ

います。予算の全体といたしましては、前年度とほぼ同額となってございます。 

それでは、歳出予算をご説明申し上げますので８０ページをご覧ください。 

１款１項・消防費の１目・一般管理費でございますが、細目０１の人件費につき

ましては職員２１８名分の給与・手当等が主な内容でございます。給与改定なども

ございまして前年当初より２４０万円余の増となってございます。 

財源でございますが、県支出金につきましては、火薬類の許可・事務に関する県

特例処理事務の交付金、繰入金につきましては、児童手当の一般会計からの繰り入

れ及び退職手当のために基金を取り崩すもの、諸収入につきましては、中央自動車

道における救急業務に対する支弁金及び市町村等への職員派遣に係る受託事業収入

を見込んでございます。 

続きまして、細目１０の一般管理費ですが、旅費につきましては、職員の資質向

上と資格取得のために各種研修に充てるものが主なものでございまして、総務省消

防庁へ１名派遣、長野県消防学校４１名派遣、救急救命士養成研修所２名派遣、ほ

かの派遣を予定してございます。また、総務省消防庁の派遣の１名につきましては、

今年度末で２年間の任期が切れますことから、来年度新たに１名を派遣したいとす

るものでございます。 
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消防学校初任科への新規採用職員の派遣につきましては、今年度９名から来年度

５名となることもあり、旅費の総額で９６万円余の減となってございます。 

続きまして、需用費につきましてですが、消耗品費、光熱水費が主なものでござ

いまして、そのうち修繕料では庁舎の雨どいの修繕、それから非常電源の設備の改

修工事等を予定してございます。 

役務費の通信運搬費は、電話等通信回線の使用料が主なものでございます。 

委託料につきましては、８１ページ下段から８３ページ中段までに掲載してござ

いますが、消防無線、指令施設などの保守点検業務委託が主なものであり、新たな

事業といたしましては、消防の基本計画策定の原資とするために、専門機関による

消防力適正配置調査業務委託、また平成２９年１１月に飯田市で開催予定の「長野

県総合防災訓練」に合わせて開催する、「長野県消防相互応援隊合同訓練」に係る訓

練施設の仮設設置の業務委託等を組んでございます。 

８３ページ中ほど下に掲載しております施設改修工事費につきましては、庁舎施

設改修工事費といたしまして、築３０年を超えた消防本部庁舎及び阿南消防署庁舎

の外壁・屋根につきまして、老朽化防止対策のため塗装工事を予定しており４，０

４０万円余を計上してございます。 

備品購入費でございますが、業務用パソコン７台の更新が主なものでございます。 

負担金補助金及び交付金につきましては、消防学校入校経費負担金、救急救命士

養成研修所への負担金などでございます。 

また、８５ページをご覧いただきたいと存じますが、上段にあります飯伊地区メ

ディカルコントロール分科会負担金につきましては、救急隊員の行う救急救命処置

に対する医師による事後検証及び指導によって隊員の知識・技能の向上を図ってお

りまして、その負担金でございます。 

繰出金の、広域振興基金元金繰出金並びに利子繰出金につきましては、借入金１

件の償還でございます。財源でございますが、使用料・手数料につきましては、本

部庁舎使用料並びに危険物、火薬類の許認可・事務等の手数料でございます。 

細目１２・退職手当基金積立金につきましては、１名あたり５０万円、２１８名

分を見込んでございます。財源につきましては、基金の利子のほか、諸収入として

広域連合事務局へ派遣しております１名の退職手当基金への積立を見込んでござい

ます。 

続きまして、２目の常備消防費でございますが、需用費の消耗品、燃料費、修繕
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料、それから役務費の手数料、保険料につきましては、消防活動に必要な消耗品の

購入及び消防車両等の点検・整備などを含む維持管理経費でございます。 

備品購入費につきましては、空気呼吸器、ボンベの更新などのほか、救急隊員の

資質向上を図るため訓練用の資器材を購入を予定してございます。財源につきまし

ては一般財源でございます。 

続きまして、３目・消防施設費につきましては、前年に比べ３，７００万円余の

減となってございますが、これは消防車両等の購入に係る需用費の減でございます。 

施設整備工事費といたしましては、平成２８年５月までを期限としておりました

消防無線のデジタル化に伴い、アナログ周波数を無線機から削除する工事費、それ

から指令施設の無停電装置の改修工事等を予定するものでございます。 

自動車購入費につきましては、更新計画に沿って順次整備を進めておりました救

急自動車の高規格化ですが、来年度は、龍江分署の２Ｂ型救急自動車を高規格救急

自動車に更新整備するもの。また、平谷分署の広報連絡車１台について更新整備を

行うものでございます。財源はいずれも一般財源でございます。 

２款の公債費につきましては、平成２４年・２５年度のデジタル無線指令施設整

備の借入金及び平成２７年度の県防災行政無線更新整備の借入金に係る元利償還で

ございます。財源でございますが、繰入金は、起債償還にあたり財政調整基金を取

り崩し償還に充当するもの。それから、交付税算入分負担金につきましては、地方

債に係る交付税措置分でございまして、事務手続き上、飯田市から一括して負担金

としていただくものでございます。残りは一般財源でございます。 

次に、歳入についてご説明申し上げますので、７６ページのほうへお戻りいただ

きたいと存じます。 

１款１項１目・負担金でございますけれども、構成１４市町村にお願いしている

負担金でございまして、歳入全体の８８％を占めてございます。前年と同額とさせ

ていただきたいと存じますのでよろしくお願いいたします。 

負担金の割合につきましては、広域連合の規約により構成市町村の前年度の地方

交付税における消防費の基準財政需要額においてお願いするものでございます。 

節３の交付税算入分負担金並びに２款以降につきましては、歳出の中で合わせて

説明をさせていただいたとおりでございます。 

なお、８８ページ以降につきまして、給与費明細書、地方債の現在高見込みに関

する調書、市町村の負担金の金額を掲載してございますのでご覧いただきたいと存
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じます。 

以上、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（木下克志君） 説明が終わりました。 

議案第８号について、ご質疑はございませんか。よろしいですか。 

（発言者なし） 

○議長（木下克志君） なければ、質疑を終結いたします。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） なければ、討論を終結いたします。 

これより、議案第８号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案を原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） 異議なしと認めます。 

よって議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 

◇ 議案第９号 平成２９年度南信州広域連合稲葉クリーンセンター特別会計予算（案） 

○議長（木下克志君） 次に、議案第９号「平成２９年度南信州広域連合稲葉クリーンセ

ンター特別会計予算（案）」を議題といたします。 

朗読を省略し、直ちに理事者側の説明を求めます。 

塚平事務局次長。 

○事務局次長（塚平 裕君） 議案第９号「平成２９年度南信州広域連合稲葉クリーンセ

ンター特別会計予算（案）」につきまして、ご説明申し上げます。予算書の９５ペー

ジをご覧ください。 

本特別会計は、稲葉クリーンセンターの発電事業に電気事業債を活用するために

設置をいたしました特別会計でございます。 

本案は、第１条で歳入歳出予算の総額をそれぞれ１，６００万３千円と定めたい

とするものでございます。 

歳出からご説明申し上げますので、１０６・１０７ページをご覧ください。 

２款１項２目の積立金でございますが、発電事業に関わる売電収益をごみ中間処

理施設電気事業基金へ積み立てたいとするものでございます。 
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３款１項２目の公債費利子は、昨年度借入を行いました電気事業債の利子でござ

います。 

続いて、歳入のご説明を申し上げます。予算書の１０４・１０５ページへお戻り

ください。 

４款の雑入でございますけれども、稲葉クリーンセンターの発電事業による売電

相当収益でございます。 

説明は以上でございます。 

○議長（木下克志君） 説明が終わりました。 

議案第９号について、質疑はございませんか。よろしいですか。 

（発言者なし） 

○議長（木下克志君） なければ、質疑を終結いたします。 

討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） なければ、討論を終結いたします。 

これより、議案第９号を採決いたします。 

お諮りいたします。 

本案を原案のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） 異議なしと認めます。 

よって議案第９号は、原案のとおり可決されました。 

次の日程へ進みます。 

 

日程第１１ 請願・陳情上程 

○議長（木下克志君） 請願及び陳情を議題といたします。 

陳情１件につきましては、お手元に配布してあります陳情文書表のとおり議会運

営委員会へ付託し、審査を願うことといたします。 

ここで、議会運営委員会へ付託いたしました陳情１件につきまして、ただ今から

委員会審査を行うために暫時休憩といたします。 

 

休 憩 午後１３時１６分 

再 開 午後１３時２９分 
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○議長（木下克志君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

議会運営委員会へ付託しておりました陳情１件につきましては、審査が終了いた

しておりますので、ここで審議を願うことといたします。 

議会運営委員会の報告を求めます。 

議会運営委員会委員長、木下容子さん。 

○議会運営委員会委員長（木下容子君） 議会運営委員会に付託となりました陳情１件の

審査の結果についてご報告いたします。 

飯田市松尾明７４４３番地 公益財団法人飯田市体育協会 代表理事 榊山俊彦氏 

及び飯田追手町２丁目６７８番地 南信教育事務所飯田事務所内 下伊那郡体育協会 

会長 熊谷元尋氏から提出がございました平成２９年陳情第１号「県に対し、リニア

時代に必要なインフラとして、当飯田下伊那地域に県的屋内体育施設（誘致）建設

に対する要望書を提出願いたい」は新規の陳情でございます。 

審査の中で、「体育施設は、南信州広域連合の基本構想・基本計画においてもリニ

ア時代に必要なインフラとして表記されている」、「県的施設もなかなか南信州に整

備されることがないため、主旨は理解できる」、「陳情書にあるように当地域は、三

遠南信自動車道の建設、リニア中央新幹線の建設等によりどこからも集まりやすい

地域となる」。関連して、「この地域のためには議会と広域連合と歩調を合わせて活

動することが有効である」等、陳情主旨については妥当との理由から採択との意見

があり、採決の結果、採択とすることに決定いたしました。 

今後、議会と広域連合と歩調を合わせていくことがこの地域のために有効と考え

られることから、陳情を受けての今後の取り扱いについては正副委員長に一任とい

う集約になりました。 

また、今後検討にあたって、地域の特性から駐車場の確保等配慮をいただきたい

との要望がございましたことを申し添えておきます。 

以上で報告を終わります。 

○議長（木下克志君） ただ今の委員長報告について、ご発言はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） よろしいですか。 

なければ、これより陳情１件を採決いたします。 

お諮りいたします。 
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陳情１件を委員長報告のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（木下克志君） 異議なしと認めます。 

よって陳情１件は、委員長報告のとおり決定されました。 

 

閉 会 

○議長（木下克志君） 以上をもちまして、すべての日程を終了いたしました。 

ここで、広域連合長から発言の申し出がありますので、これを認めます。 

牧野広域連合長。 

○広域連合長（牧野光朗君） それでは、閉会にあたりまして一言ごあいさつをさせてい

ただきます。 

ただ今は、ご提案申し上げました議案を原案どおりお認めいただきありがとうご

ざいました。 

審議の課程でいただきましたご意見・ご要望につきましては、今後改めて参考に

させていただき、広域連合として新しい年度に向けた準備を具体化させてまいる所

存でございます。 

さて、去る２月２４日に、天龍村におきましてＪＲ飯田線伊那小沢駅におけます

寒桜の開花が宣言されました。昨年より５日早くとのことでありますが、これから

当地域もだんだんと躍動の季節を迎えることになるかと思います。 

私といたしましては、当地域がリニア時代に向けまして大きく花開くことができ

ますよう、平成２９年度が当地域と広域連合にとりまして実り多き年にするため、

引き続き先頭に立って全力を傾注してまいりたいと考えております。 

議会側におかれましても、引き続きご理解、ご支援を賜りますようよろしくお願

い申し上げ、閉会にあたりましてのあいさつとさせていただきます。本日はありが

とうございました。 

○議長（木下克志君） これをもちまして、平成２９年南信州広域連合議会第１回定例会

を閉会といたします。 

ご苦労様でございました。 

 

閉  会 午後１時３４分 


